
国

際

通

貨

基

金

及

び

国

際

復

興

開

発

銀

行

へ

の

加

盟

に

伴

う

措

置

に

関

す

る

法

律

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

参

照

条

文国

際

復

興

開

発

銀

行

協

定

（

昭

和

二

十

七

年

条

約

第

十

四

号

）

（

抄

）

第

二

条

銀

行

の

加

盟

国

の

地

位

及

び

銀

行

の

資

本

第

一

項

（

略

）

第

二

項

授

権

資

本

銀

行

の

授

権

資

本

は

、

千

九

百

四

十

四

年

七

月

一

日

現

在

の

量

目

及

び

純

分

を

有

す

る

合

衆

国

ド

ル

に

よ

る

百

億

ド

ル

(a)
と

す

る

。

資

本

は

、

各

十

万

ド

ル

の

額

面

価

額

を

有

す

る

十

万

株

に

分

ち

、

こ

の

株

式

は

、

加

盟

国

の

み

が

応

募

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

資

本

は

、

銀

行

が

総

投

票

権

数

の

四

分

の

三

の

多

数

に

よ

つ

て

適

当

と

認

め

た

と

き

は

、

増

額

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

(b)
第

三

項

株

式

の

応

募

各

加

盟

国

は

、

銀

行

の

資

本

の

株

式

に

応

募

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

原

加

盟

国

が

応

募

す

べ

き

株

式

の

最

小

限

は

、

(a)
附

表

Ａ

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

そ

の

他

の

加

盟

国

が

応

募
す

べ

き

株

式

の

最

小

限

は

、

銀

行

が

定

め

、

銀

行

は

、

そ

の

資

本

の

う

ち

こ

の

加

盟

国

の

応

募

の

た

め

に

充

分

な

部

分

を

留

保
す

る

。

銀

行

は

、

規

則

を

設

け

る

こ

と

に

よ

つ

て

、

加

盟

国

が

そ

の

応

募
す

べ

き

株

式

の

最

小

限

の

外

銀

行

の

授

権

資

本

の

株

(b)
式

に

応

募

す

る
こ

と

が

で

き

る
条

件
を

定

め

る
。

銀

行

の

授

権

資

本

が

増

額

さ

れ

た

と

き

は

、

各

加

盟

国

は

、

銀

行

が

定

め

る

条

件

に

基

い

て

、

そ

れ

ま

で

に

応

募

し

た

(c)
額

が

銀

行

の

資

本

の

総

額

に

対

す

る

割

合

と

同

一

の

割

合

で

増

加

額

に

つ

い

て

応

募

す

る

適

当

な

機

会

を

与

え

ら

れ

る

。



但

し

、

加

盟
国

は

、

増

加

資
本

の

い

か

な

る

部

分

に

つ

い

て

も

応

募

の

義

務
を

負

わ

な

い

。

第

四

項

～

第

十

項

（
略

）

第

五

条

組

織

及

び
運

営

第

一

項

～

第

十

項

（

略

）

第

十
一

項

寄

託

所

各

加

盟

国

は

、

自

国

通

貨

の

銀

行

保

有

全

額

の

寄

託

所

と

し

て

中

央

銀

行

を

指

定

し

、

ま

た

、

中

央

銀

行

が

な

い

と

き

(a)
は

、

銀

行

が

受

諾
す

る

こ

と

が

で

き

る

他

の

機

関

を

指

定
す

る

。

銀

行

は

、

金

を

含

む

他

の

資

産

を

、

最

大

の

株

式

数

を

有

す

る

五

加

盟

国

が

指

定

し

た

寄

託

所

及

び

銀

行

が

選

定

す

る

(b)
そ

の

他

の

指

定

寄

託

所

に

お

い

て

保

有

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

当

初

は

、

銀

行

の

金

保

有

額

の

少

く

と

も

五

十

パ

ー

セ

ン

ト

は

、

銀

行

の

主

た

る

事

務

所

が

あ

る

加

盟

国

が

指

定

し

た

寄

託

所

に

お

い

て

保

有

し

、

少

く

と

も

四

十

パ

ー

セ

ン

ト

は

、

前

記

の

五

加

盟

国

の

う

ち

の

残

余

の

四

国

が

指

定

し

た

寄

託

所

に

お

い

て

保

有

す

る

。

こ

の

各

寄

託

所

は

、

当

初

は

、

そ

れ

ぞ

れ

を

指

定

し

た

加

盟

国

の

株

式

に

つ

い

て

払

い

込

ま

れ

た

金

相

当

額

以

上

を

保

有

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

す

べ

て

銀

行

に

よ

る

金

の

移

動

は

、

輸

送

費

及

び

予

想

さ

れ

る

銀

行

の

必

要

に

充

分

な

考

慮

を

払

つ

て

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

緊

急

の

と

き

は

、

理

事

会

は

、

銀

行

の

金

保

有

額

の

全

部

又

は

一

部

を

、

適

当

に

保

護

す

る

こ

と

が

で

き

る

い

か

な

る

場

所

に

も

移

す

こ

と

が

で

き

る

。

第

十

二

項

通

貨

保

有

の

形

式

銀

行

は

、

い

か

な

る

加

盟

国

の

通

貨

で

も

、

第

二

条

第

七

項

に

基

い

て

銀

行

に

対

し

払

い

込

ま

れ

る

も

の

又

は

そ

の

通

(ⅰ)

貨

で

さ

れ

た

貸

付

に

対

す

る

償

却

の

支

払

に

充

て

る

た

め

に

銀

行

に

対

し

支

払

わ

れ

る

も

の

の

一

部

が

自

己

の

業

務

に

必

要

で

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

代

り

に

、

当

該

加

盟

国

の

政

府

又

は

当

該

加

盟

国

が

指

定

し

た

寄

託

所

が

発

行

す

る

手

形



そ

の

他

の

債

務

証

書

を

当

該

加

盟

国

か

ら

受

理

す

る

。

こ

の

手

形

そ

の

他

の

債

務

証

書

は

、

譲

渡

禁

止

且

つ

無

利

子

の

も

の

で

、

指

定

寄

託

所

に

お

け

る

銀

行

の

勘

定

に

貸

記

す

る
こ

と

に

よ

つ

て

要

求

次

第

額

面

で

支

払

わ

れ

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

十

三

項

及

び

第

十

四

項

（

略

）

国

際

通

貨

基

金

及

び

国

際

復

興

開

発

銀

行

へ

の

加

盟

に

伴

う

措

置

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

九

十

一

号

）

（

抄

）

（

銀

行

へ

の

出

資

額

）

第

二

条

の

二

政

府

は

、

銀

行

に

対

し

、

こ

の

法

律

施

行

の

日

に

お

け

る

基

準

外

国

為

替

相

場

（

外

国

為

替

及

び

外

国

貿

易

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

二

十

八

号

）

第

七

条

第

一

項

の

基

準

外

国

為

替

相

場

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

で

換

算

し

た

本

邦

通

貨

の

金

額

が

九

百

億

円

に

相

当

す

る

国

際

復

興

開

発

銀

行

協

定

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

合

衆

国

ド

ル

の

金

額

(a)

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

出

資
す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

～

（

略

）

１１前

各

項

の

規

定

に

よ

り

出

資

す

る

こ

と

が

で

き

る

金

額

の

ほ

か

、

政

府

は

、

銀

行

に

対

し

、

第

一

項

の

合

衆

国

ド

ル

に

よ

１２
る

三

十

八

億

四

千

四

百

四

十

万

ド

ル

の

範
囲

内

に

お

い

て

、

出

資
す

る
こ
と

が

で

き

る

。

（

出

資

の

方

法

）

第

三

条

政

府

は

、

基

金

に

対

し

て

は

、

外

国

為

替

資

金

特

別

会

計

の

負

担

に

お

い

て

特

別

引

出

権

（

国

際

通

貨

基

金

協

定

第

十

五

条

に

規

定

す

る

特

別

引

出

権

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

、

他

の

基

金

加

盟

国

通

貨

、

本

邦

通

貨

又

は

金

で

、

銀

行

に

対

し

て

は

、

一

般

会

計

の

負

担

に

お

い

て

金

又

は

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

通

貨

そ

の

他

の

外

国

通

貨

及

び

本

邦

通

貨

で

、

第

二

条

及



び

第

二

条

の

二

の

規

定

に

よ

る

出

資

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

（
略

）

（

証

券

に

よ

る

基

金

へ

の

出

資

）

第

五

条

政

府

は

、

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

基

金

に

出

資

す

る

本

邦

通

貨

に

代

え

て

、

そ

の

一

部

を

基

金

通

貨

代

用

証

券

（

国

際

通

貨

基

金

協

定

第

三

条

第

四

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

邦

通

貨

に

代

え

て

基

金

に

交

付

す

る

国

債

（

日

本

銀

行

が

買

い

取

つ

た

も

の
を

含
む

。

）

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）
で

出

資
す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

出

資

す

る

た

め

、

政

府

は

、

外

国

為

替

資

金

特

別

会

計

の

負

担

に

お

い

て

、

必

要

な

額

を

限

度

と

し

て

基

金

通

貨

代

用

証
券
を

発

行

す

る
こ
と

が

で

き

る
。

３

前

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

す

る

基

金

通

貨

代

用

証

券

に

は

、

利

子

を

付
け

な

い

。

４

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

す

る

基

金

通

貨

代

用

証

券

は

、

第

七

条

第

一

項

の

命

令

に

従

い

買

い

取

る

場

合

を

除

く

外

、

何

人

も

、

基

金

か

ら

譲

り

受

け

る
こ

と

が

で

き

な

い

。

５

第

二

項

の

規

定

に

よ

り
発

行

す

る

基

金
通

貨

代

用

証

券

の

交

付

価

格

は

、

額

面

百

円

に

つ

き

百

円

と

す

る

。

（

基

金

に

出

資

し

た

証

券

の

償

還

）

第

六

条

政

府

は

、

基

金

か

ら

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

基

金

に

出

資

し

た

基

金

通

貨

代

用

証

券

の

全

部

又

は

一

部

に

つ

き

償

還

の

請

求

を

受

け

た
と
き

は

、

直
ち

に

そ

の

償

還

を

し
な

け

れ

ば

な

ら
な

い

。

（

国

債

に

よ

る

銀

行

へ

の

出

資

等

）

第

十

条

政

府

は

、

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

銀

行

に

出

資

す

る

本

邦

通

貨

に

代

え

て

、

そ

の

一

部

を

国

債

で

出

資

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

出

資
す

る

た

め

、

政

府

は

、

必

要

な

額

を

限

度

と

し
て

国

債
を

発

行

す

る

こ

と

が

で

き

る

。



３

第

五

条

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

す

る

国

債

に

つ

い

て

、

第

六

条

の

規

定

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

銀

行

に

出

資

し

た

国

債

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

五

条

第

四

項

中

「

第

七

条

第

一

項

」

と

あ

る

の

は

「

第

十

条

第

四

項

」

と

、

「

基

金

」
と

あ

る

の

は

「

銀

行

」

と

、

第

六

条

中

「

基

金

」

と

あ

る

の

は

「

銀

行

」
と

読

み

替

え

る

も

の
と

す

る

。

４

政

府

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

銀

行

に

出

資

し

た

国

債

に

つ

き

償

還

の

請

求

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

、

緊

急

や

む

を

え

な

い

理

由

が

あ

る

た

め

又

は

償

還

財

源

に

不

足

が

あ

る

た

め

当

該

請

求

に

係

る

金

額

の

全

部

又

は

一

部

の

償

還

を

行

な

う

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

、

日

本

銀

行

に

対

し

、

政

府

が

償

還

を

行

な

う

こ

と

の

で

き

な

い

金

額

に

相

当

す

る

額

に

限

り

、

当

該

国

債
を

銀

行

か

ら

買

い

取

る

こ

と

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

５

第

七

条

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

日

本

銀

行

が

買

い

取

つ

た

国

債

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

四

項

中

「

第

一

項

又

は

第

二

項

」

と

あ

る

の

は

、

「

第

十

条

第

四

項

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

６

前

各

項

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

す

る

国

債

（

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

日

本

銀

行

が

買

い

取

つ

た

も

の
を

含
む

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

財

務

大

臣

が

定

め

る

。

７

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

す

る

国

債

に

つ

い

て

は

、

特

別

会

計

に

関

す

る

法

律

第

四

十

二

条

第

二

項

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

（

寄

託

所

の

指

定

）

第

十

四

条

政

府

は

、

国

際

通

貨

基

金

協

定

第

十

三

条

第

二

項

及

び

国

際

復

興

開

発

銀

行

協

定

第

五

条

第

十

一

項

の

規

定

に

従

い

、

基

金

及

び

銀

行

の

保

有

す

る

す

べ

て

の

本

邦

通

貨

（

基

金

通

貨

代

用

証

券

及

び

国

債

を

含

む

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て



同

じ

。

）

の

寄

託

所

と

し

て

日

本

銀

行

を

指

定

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

は

、

日

本

銀

行

は

、

日

本

銀

行

法

第

四

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

基

金

及

び

銀

行

の

保

有

す

る

本

邦

通

貨

の

寄

託

所

と

し

て

の

業

務

を

行

う

も

の
と

す

る

。

日

本

銀

行

法

（

平

成

九

年

法

律

第

八

十

九

号

）

（

抄

）

（

他
業

の

禁

止

）

第

四

十

三

条

日

本

銀

行

は

、

こ

の

法

律

の

規

定

に

よ

り

日

本

銀

行

の

業

務

と

さ

れ

た

業

務

以

外

の

業

務

を

行

っ

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

こ

の

法

律

に

規

定

す

る

日

本

銀

行

の

目

的

達

成

上

必

要

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

財

務

大

臣

及

び

内

閣

総

理

大

臣

の

認

可
を

受

け

た
と

き

は

、

こ

の

限

り
で

な

い

。

２

（

略

）

国

際

金

融

公

社

へ

の

加

盟

に

伴

う

措

置

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

三

十

一

年

法

律

第

百

六

十

七

号

）

（

抄

）

（

出

資

額

）

第

一

条

政

府

は

、

国

際

金

融

公

社

（

以

下

「

公

社

」
と

い

う

。

）

に

対

し

、

こ

の

法

律

の

施

行

の

日

に

お

け

る

基

準

外

国

為

替

相

場

（

外

国

為

替

及

び

外

国

貿

易

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

二

十

八

号

）

第

七

条

第

一

項

の

基

準

外

国

為

替

相

場

を

い

う

。

）

で

換

算

し

た

本

邦

通

貨

の

金

額

が

九

億

九

千

六

百

八

十

四

万

円

に

相

当

す

る

合

衆

国

ド

ル

の

金

額

の

範

囲

内

に

お
い
て

出

資

す

る
こ

と

が

で

き

る
。

２

～

５

（
略

）

６

前

各

項

の

規

定

に

よ

り

出

資

す

る

こ

と

が

で

き

る

金

額

の

ほ

か

、

政

府

は

、

公

社

に

対

し

、

二

千

百

三

十

六

万

合

衆

国

ド

ル

の

範

囲

内

に

お
い

て

、

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

通

貨
又

は

本

邦

通

貨

に

よ

り

出

資
す

る

こ

と

が

で

き

る

。



（

国

債

に

よ

る

出

資

等

）

第

二

条

政

府

は

、

前

条

第

五

項

及

び

第

六

項

の

規

定

に

よ

り

公

社

に

出

資

す

る

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

通

貨

に

代

え

て

、

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

当

該

通

貨
を

も

つ
て

表

示

す

る

国

債
で

出

資
す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

出

資
す

る

た

め

、

政

府

は

、

必

要

な

額

を

限

度

と

し
て

国

債
を

発

行

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

３

国

際

通

貨

基

金

及

び

国

際

復

興

開

発

銀

行

へ

の

加

盟

に

伴

う

措

置

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

九

十

一

号

）

第

十

条

第

三

項

か

ら

第

七

項

ま

で

（

国

債

の

発

行

条

件

、

償

還

等

）

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

す

る

国

債

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

三

項

中

「

銀

行

」

と

あ

る

の

は

「

国

際

金

融

公

社

」

と

、

「

第

六

条

中

」

と

あ

る

の

は

「

同

条

第

五

項

中

「

百

円

」

と

あ

る

の

は

「

千

合

衆

国

ド

ル

」

と

、

第

六

条

中

」

と

、

同

条

第

四

項

中

「

銀

行

」
と

あ

る

の

は

「

国

際

金

融

公

社

」
と

読

み

替

え

る

も

の
と

す

る

。




